
再開発に係るこれまでの経過

【市議会】 【タウンミーティングなど】

※このほか要請を受け出前講座実施

【駅周辺まちづくり検討会】

「多様な交流・にぎわいを創出するふくしまコンベンション」

市民活動の拠点 にぎわい創出の拠点 コンベンション機能の強化

気軽に立ち寄り
日常的利用ができる

風格ある県都として
広域的な拠点となる

福島らしさを表現し文化
芸術活動の拠点となる

様々なイベント
を可能とする

ワンストップ
サービスが可能

福島駅前交流・集客拠点施設整備基本計画（Ｒ２．３月）

民間再開発のなかで市の交流・集客拠点施設を整備

市 ：公会堂と市民会館の機能（近隣向け会議室機能等を除く）の
統合化によりコンベンション機能を強化

民 ：会議室機能の一部やバンケット機能、宿泊機能など民間活力
による整備を期待

風格ある県都を目指すまちづくり構想（H30.12 月）

収支改善努力も限界
計画見直しへ工事費高騰･コロナ禍等➡

2 / 2 全員協議会・説明会

¸分棟化＋ダウンサイジング案に至
るまでの検討経緯

¸劇場ホール単独案（A案）、コンベン
ションホール単独案（B案）

¸テナント交渉等の状況（再開発組
合）

4/23 第３回検討会

¸コンベンションホール単独案（B案）の場合の肉づけ案（コンセプト・イメージ）

➡ コンセプト・イメージについておおむね賛同
委員長が提言（案）を作成、次回検討会で議論

2/8 第１回検討会

¸分棟化＋ダウンサイジング案に至るまでの検討経緯
¸劇場ホール単独案（A案）､コンベンションホール単独案（B案）

2/28 第２回検討会

¸A案、B案のメリット・デメリット（機能、利用シーン、稼働率など）
¸論点整理（特色・魅力ある施設にするための工夫、集客・交流拡大の肉づけ）

➡ コンベンションホール単独案（B案）の方向性でおおむね一致
「可変性があって多様な使い方ができる」
「まちに開かれ、まちとのつながりができる」

2 / １７駅周辺タウンミーティング

参加者100 名 男性６７％：女性３３％

２０代6 ％、３０代5 ％、４０代11 ％、５０代9 ％、
６０代26 ％、７０代17 ％、８０代以上４％、
未回答22 ％

３/ ２３ 若者とのタウンミーティング

参加者36 名 男性58 ％：女性42 ％

10 代36 ％、２０代44 ％、３０代14 ％、４０代６％

4 / ２７ 駅前まちづくりワークショップ

参加者30 名 男性６７％：女性３３％

10 代２０％、２０代５７％、３０代２３％

５/ １４第４回検討会

¸再開発見直しに関する提言案の協議 ➡ 5 / 16 検討会から提言の提出

¸福島駅周辺まちづくり検討会に
おける検討状況

¸民間エリアの施設イメージとテナ
ント状況
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資料２

見直し方針（案）を策定 1
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見直しの経過等 （見直し方針（案）より）

（１）見直しに至る経緯

令和４年６月の事業計画変更認可、同年１１月権利変換計画認可時点では、再開発の事業収支、権利変換が成立しており、テナント交渉も合意に至ってい
た。その後、国内外の要因による物価高騰等に起因して工事費が大幅に膨らみ、収支均衡等のためコスト縮減を図るとともに、合意に至ったテナントとも再
交渉しなければならない事態となり、完成が一年程度遅れることが見込まれた。

組合と市は、仕上げ等のグレードを下げるなどの変更等によりコストを縮減するとともに、可能な限り補助金を導入することとしたものの、収入不足を
保留床処分金の増額で賄うことは困難との結論に至った。また、工事単価が高い市施設を含んでいる複合棟の共用部分について、権利者も応分の管理費・
修繕積立金等を負担する必要があることが、テナント再交渉の足かせになっていたことも踏まえ、計画維持のままの事業成立、すなわち事業収支の均衡・
権利変換の成立と、権利者の経営改善・テナント再交渉に目途をつけることが困難であり、さらに一年以上の遅れが生じることを考慮しても大幅な見直し
が必要との結論に至った。

（２）コンベンションホール単独案の採用

このため、複合棟の公共エリアと民間エリアを分けて（分棟化）共通部分を明確化・合理化し、単価の高い市施設を反映した負担を権利者にさせないこと
でテナント交渉の目途を立てるとともに、全体の事業規模を縮小する（ダウンサイジング）こととした。エリア分けした公共部分でのハイブリッドホール整備
を検討したが、計画通りの収容人数の場合にはホワイエ・ロビーの大幅な縮小など非常に窮屈な設計となること、ハイブリッドホール自体を縮小する場合に
は中途半端な規模となり十分な機能発揮が難しいことが明らかとなり、劇場ホールか、コンベンションホールか、いずれかに特化することが妥当との判断
に至った。

民間エリアについては、分棟化により権利者の経営収支は改善されるものの、なおテナント再交渉が難航し、検討・交渉過程でアパレル等物販の誘致が
困難であることが明らかになったことを受け、商業機能を縮小する方向で見直すこととした（のちにシティグレードのホテル誘致も見送り）。

以上を踏まえ、見直し案として、劇場ホール単独案とコンベンションホール単独案を公表し、市民、市議会、有識者・関係者等の意見を聴きながら検討を
深めることとした。

コンベンションホール単独案は、劇場ホール単独案に比べ、本格的な舞台芸術や高度な音響性能が必要な演奏会などの開催に不向きであるものの、
・平土間形式で３分割可能で、可変性があり多様な使い方ができること、
・一階に配置され広場とつながっており、まちに開かれていること、
から、日常利用の可能性も高まり、まちのにぎわい創出に大きな効果が期待できる。このことは、有識者・関係者等による検討会で評価され、また、タウ

ンミーティングにおける意見や市議会の意見も取り入れながら作成した再開発全体のコンセプトと実現を目指す１２のシーンにも賛同を受けて、その実現
を図るよう提言がなされた。

以上のことから、組合と市はコンベンションホール単独案を採用することとした。
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見直しの経過等 （見直し方針（案）より）

（３）適正規模への見直し（身の丈に合った再開発）

権利床部分については、再開発事業における等価交換の原則にしたがい従前資産と等価の規模を整備する必要がある。また、その経営において採算が
とれるようバランスを取らなければならないが、民間エリアにおいては、アパレル等物販やシティグレードホテルの誘致を見送り、オフィスや飲食・サービス
等へと用途・構成を変更したことにより、一定のリスクは負うものの採算の取れる賃料を設定できる見込みである。

市施設については、基本計画におけるイベント・展示ホールと同様の１,５００㎡程度以上、大ホールと同様の最大１,５００人程度以上の規模を確保すると
ともに、中小会議室や控室などの諸室、荷捌きなどのバックヤードを適切に配置する。

一方、現設計において規模や設計上の制約のなかで十分なスペースが取れていないが、天候に左右されない屋根付きの広場は様々なイベントやまちづ
くり活動において非常に有用であることから、大屋根広場を整備することとしている。

ホールの規模、大屋根広場の面積、権利床面積のバランスを取りながら計画を具体化する必要があるが、そのなかでも可能な限りホール規模の確保に
努めるとともに、ホールの魅力を高める特徴的な設え・付加機能を検討する。ただし、従前より市議会等から事業費が膨張しないよう要請があり、事業費の
圧縮に努める必要がある。

（４）規模縮小・アパレル等物販・ホテルの見送りでも東口再開発を推進する意義

駅周辺は、本市が都市づくりを進めるうえで重要な中心拠点であり、高度な都市機能を集積する広域的な拠点である。大規模な民間投資を呼び込む魅
力が乏しくなっている現状を変えていくためには、日常的に人を呼び込む集客力のある拠点が必要である。民間投資が望めない状況においては、公共が
その役割を担って牽引する必要がある。

また、オフィスやフードホール、物産、マンション等も、現在の東口に不足する、駅周辺に必要な機能を供給するものであり、都市力強化に向けて相応の意
義がある。こうした動きが現実化することで、民間投資に対するマインドも変わってくる。

人々が集まり、それを契機に商業や民間投資も回復し、それがまた人を呼び込むという、まちの活性化の好循環をつくるためには、まちなかの空洞化が
これ以上長期に及ばないよう、できるだけ速やかな事業の進捗を図る必要がある。

なお、東口再開発は施行中であり、更なる遅延は、補償費や事務費、利払い等諸経費の増大、今後見込まれる物価・金利等の上昇などの影響を受け、事
業不成立のリスクが高まることとなる。また、中止する場合には、組合がつなぎ融資を受けている金融機関への返済、国県市への補助金返還などが必要と
なるが、返済の見込みが立たず、各方面に多大な影響が出ることが想定される。



τΧϩΜʾ ᴟʾνσΥϤΥ

ϘϦϥˬθϘέ˭

ЀрЈФЕ
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˹ FUKUSHIMA EGG ˹

̞ ЀрЈФЕ˹ˬ κ ΰ χᵵ ˭πΚϤˬ☼ ˭πψΚϤϘδϭ

再開発の全体コンセプト

市内外の多彩な人々が、集まり、混ざり、触発しあい、

にぎわい・文化・つながりを生み出していく。

わくわくする未来が、つぎつぎと生まれる。

そんな豊かなたまごが福島駅前に誕生するよう、多様な利用シーンの実現を目指す。



τΧϩΜʾ ᴟʾνσΥϤΥʺνΧνΧρ ϘϦϥ ʻ

FUKUSHIMA EGG

ʾῖ Ϭ ϚḕẽΥΚϥ

ʾ◕ᵰΤϣϜ Υ Ϙϥ

ʾ ▀ Ϭψαϛρΰοʺ

⅔σϜχρ βϥ

ʾ ΥσΨοϜ ṄϤθΨσϥ

ʾ ẁ χ‰Μ℗ΰΥᵫ℗πΦϥ

ʾ☼ τ αγϘκτᵫΪοΜϥ

ʾ▀ᶘ Υ►ΜϞβΜ

ʾ ⅔σ τ►Πϥ

ʾם χꜛ Υ‰Μ

ᴟ

τΧϩΜ

νσΥϤ
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ЀрЈФЕӛτלμθʺ
άχ πםᾝΰοΜΦθΜЄ˔р

άχ πʺἇ τ

ςχϢΞσЄ˔рΥ ϘϦϥΤʻ
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Є˔р͍ ᴝᶚτ‰ βϥ

ÅкАϼʺЪАФІσςᴝᶚжϱУχᵫ℗ʻ

Åϋϧω χὺἇϬ ΦΨᵫΪϥάρπʺῲ Ϟׄ ϤτϜϱЦрЕΥταϙιΰʺϘκττΧϩΜϬʻ

τΧϩΜ ᴟ νσΥϤ

жϱУ

Ш˔иρῲ ΥνσΥϥ ϱЮ˔Ѕ

̞ ṜψΚΨϘπϱЮ˔Ѕχθϛʺם∑χὓᵊ ρψӰσϤϘβʻ

῝Ặ ḧ
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Є˔р͎ ЀϯσТϮрΥ Ξ

ÅϯϱЖиʺЀІФйʺe ІЪ˔Бσςʺ Ỉ σТϮрΥ Ξ ˑσϱЦрЕʻ

Åֳ ʺᴝốʺ ʺΩ χם Ṫ τϢϤʺ ΰΜ ᴟ τṄ ʻ

τΧϩΜ ᴟ νσΥϤ

ϯϱЖиϱЦрЕ ЀІФйϱЦрЕ eІЪ˔Б

ֳ Ϟ Ϭ►μθם
̞ ṜψΚΨϘπϱЮ˔Ѕχθϛʺם∑χὓᵊ ρψӰσϤϘβʻ

῝Ặ ḧ
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Є˔р͏ ІЪ˔Бπ Ϥ Υϥ

ÅНІϾʺϼжϱЬрϽʺеϹʺЍрІσςʺ ˑσᴒ ІЪ˔БϱЦрЕτ ᴂʻ

ÅШ˔иρϋϧωχԁ τϢϤʺ◕ Υṓὖτ╥ᴥΰϞβΜḕẽϬ Ϥ βʻ

τΧϩΜ ᴟ νσΥϤ

НІϾˢ3on3ˣ

ϼжϱЬрϽ ϱЮ˔Ѕ

̞ ṜψΚΨϘπϱЮ˔Ѕχθϛʺם∑χὓᵊ ρψӰσϤϘβʻ

῝Ặ ḧ
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Є˔р͐ ώΨΰϘχ τмϱϹбβϥ τΧϩΜ ᴟ νσΥϤ

Т˔ЖШ˔иχϱЮ˔Ѕ
̞ ṜψΚΨϘπϱЮ˔Ѕχθϛʺם∑χὓᵊ ρψӰσϤϘβʻ

῝Ặ ḧ

ÅйІЕжрТкϯπϜσΨʺϸЅвϯиσТ˔ЖЀ˔ЕπϜσΨʺ χ ΰΜ ᴟρʺ ΰΜΣ ρϬṓὖτмϱ

мϱᶚΰϛϥ ΰΜЌϱФχᴅ ἷТ˔ЖШ˔иʻ

ÅϽи˔ФπϜԁ πϜʺ◕ πϜᾉᵰΤϣχ πϜʺ ϩγṓὖτ Ϧοạ χ ΜḕẽϬ ʻ ρẁʺẁ

●χẩ ḇΥựΜḕẽΥῖ ʾτΧϩΜϬ ϙιβʻ
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Є˔р͑-͍ ᴟОТ϶˔ЫрІτ Ξ

Åᵨᵊʺ ʺᴼ אּʺ σςʺήϘίϘσ ᴟ ꜘψϜκϧϭχάρʺ

ꜛ χ‰ΜШ˔иιΤϣάζʺˮΩ χֳ Ṫ ˯ˮ ꜘ˴ОТ϶˔ЫрІχԁ ˯σςʺᶆ ϱрІЌй˔Єдр

ˢἋḧϯ˔ЕˣϜᴦ ʻ

ᴟ νσΥϤ

ˢ︣ ˣ˴ ОТ϶˔ЫрІˢᴀˣχԁ ϱЮ˔Ѕ

̞ ṜψΚΨϘπϱЮ˔Ѕχθϛʺם∑χὓᵊ ρψӰσϤϘβʻ

῝Ặ ḧ

τΧϩΜ
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Є˔р͑-͎ Ω χṪ Ϟ τ Ϧϥ

Å Ẇ χ‰Μ ▫ ρβϥάρπʺEVˢ ṓꜛ ˣσςχכּ ἷ ꜘϜᴦ ʻ

τΧϩΜ ᴟ

Ш˔и πχEVϞᵨᵊχ ꜘ

̞ ṜψΚΨϘπϱЮ˔Ѕχθϛʺם∑χὓᵊ ρψӰσϤϘβʻ

῝Ặ ḧ

νσΥϤ
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Є˔р͒ ΰΜ ᴟὛ Ϭ ϥ

Åᴠ   Ϟⱱκ₅ϙ τϢϤʺḛӬσםὠ τϜ ᴂʻФкЅϴϼЄдрЫАСрϽϞН

иЀИ˔ ᶨ σςʺάχШ˔иσϣπψχם Υᴦ ʻ

Åᴦ Ϭ βϥάρπʺםὠṛ ϞʺḦ ІЌϱиτТйϺЄУиτ ᴂʻ

τΧϩΜ ᴟ νσΥϤ

ФкЅϴϼЄдрЫАСрϽτϢϥם НиЀИ˔ Ϭ►μθם

ᶑ σֳ ֲ ᴦ τϢϤʺḦ ΰϞβΜḕẽϬ

̞ ṜψΚΨϘπϱЮ˔Ѕχθϛʺם∑χὓᵊ ρψӰσϤϘβʻ

῝Ặ ḧ
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Є˔р͓ ώΨΰϘϞ ʾ ᵦχ ▀τ ᵓΞ

Å ᵁ πχ ṓЀрГрБπϜΚϥ ▀ Ϝάχ πʻ

Å ꜛ χ▀ Ϭ ϛθϱЦрЕψϜκϧϭʺ ᵤ σς ᶆ χ ▀ Ϟʺˬ︣ῬὛ˭ˬ ᴟῖ ˭

ˬϷ˔ϹИАϼ˭σςГ˔ЫϬ‒μθ ▀ ʾϱЦрЕϜʻ

τΧϩΜ ᴟ νσΥϤ

̞ ṜψΚΨϘπϱЮ˔Ѕχθϛʺם∑χὓᵊ ρψӰσϤϘβʻ

῝Ặ

ꜛ χᾉ▀ ρ ▀Ḭˢ ḧϵзϯˣϱЮ˔Ѕ▀ ˢ῝ẶϵзϯˣϱЮ˔Ѕ

ḧ
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Є˔р͔-͍ σКАЕм˔ϼΥ ϘϦʺ Ϙϥ

Å ṛ σᶘᵓΤϣ◕ ϘπʺШ˔иχ ᶤ τϢϤ ˑσṛ χᵓṳ τ ᴂᴦ ʻ

Å О˔Гϰ˔πʺήϣτνσΥϤΥ Ϙϥʻ

τΧϩΜ

ϱЮ˔Ѕ

ԁ χ ἷІϼз˔рϬ►μθЄрЪЅϳЭ

О˔Гϰ˔ ІЌЅϷ

̞ ṜψΚΨϘπϱЮ˔Ѕχθϛʺם∑χὓᵊ ρψӰσϤϘβʻ

῝Ặ ḧ

ᴟ νσΥϤ
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Є˔р͔-͎ ΰΜϯϱДϯΥϋϣϛΨ

ÅḼỘ ϱЦрЕʺᾆ ʺЈЬЗ˔σςʺḼỘτρμοϜ ΰϞβΜḕẽʻ

τΧϩΜ ᴟ νσΥϤ

ᾆ ʾЈЬЗ˔ ḼỘ ϱЦрЕ

̞ ṜψΚΨϘπϱЮ˔Ѕχθϛʺם∑χὓᵊ ρψӰσϤϘβʻ

῝Ặ ḧ
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Є˔р͕-͍ ώϣμρ κṄμοχϭόϤβϥ

Åׄ Ϥ τʺ◕ Υ τ πΦϥᴒ ῲ ˢᴠ ʾϘκσΤзРрϽˣϬὓᵊʻ

Å☼ τ αγτϘκρνσΥϥΰΤΪϞʺ℅μο Ψᵃέδϥạ ᴟχῬ Ϭổϣβʻ◕ χ 2χзРрϽρΰοʺᴪ

Ϟ ρχ ʺϱЦрЕ ʺᶘ χᶘ σςχ Ϭ ΰʺ σνσΥϤϬ ϙιβʻ

τΧϩΜ ᴟ νσΥϤ

̞ ṜψΚΨϘπϱЮ˔Ѕχθϛʺם∑χὓᵊ ρψӰσϤϘβʻ

῝Ặ ḧ

ϘκτᵫΤϦθ◓ằΰΪϱЦрЕ

ІϺАФТкϯτϢϤ
Ṑ ρḜϞΤτνσΥϥ

ᵬ τϢϤϱЦрЕτϜ ᴂᴦ ϹжІχ ΠτϢϤʺ
ϘκσΤχЄд˔Ͼ˔Іρσϥ

↕Ⱨ χ ꜘꜛ τ►Πϥᶘ ІЧ˔І

17



Є˔р͕-͎ ᵫ σἋḧπἾΞ

Å ᴒ₢ϋϧωʺᴒ ϋϧωσςʺ☼ τ χϋϧωἋḧϬὓᵊʻ

Å◕ χἾΜχ ρΰο πΦϥιΪπσΨʺШ˔и ρ Ṑ τ ὀʻ

τΧϩΜ ᴟ νσΥϤ

̞ ṜψΚΨϘπϱЮ˔Ѕχθϛʺם∑χὓᵊ ρψӰσϤϘβʻ

῝Ặ ḧ

ᴒ₢ῲ ʺᴒ ῲ χϱЮ˔Ѕ

18



Є˔р 10 ᵈΥᴪχзРрϽχϢΞτΨνϧΩ

Åϋϧωτ ΰʺᵫ ḇχΚϥϷ˔ФрГжІϬ ΰθϸТϴʻ

Åṓὖτ κṄϤʺ ϢΨᵃέδϥʺ ׄ χ╩├χẤ ʻ

τΧϩΜ ᴟ νσΥϤ

̞ ṜψΚΨϘπϱЮ˔Ѕχθϛʺם∑χὓᵊ ρψӰσϤϘβʻ

῝Ặ ḧ

ạ χ ΜϸТϴχϱЮ˔Ѕ
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Є˔р 11 Ӱσϥᴣ ḢΥῖ₯βϥ

ÅϷТϰІТкϯτψʺԁ σϷТϰІτᴥΠʺ χ Ϭ ϥṞỘᴪϬ τ▀ḂᶘϬνσΩ

ϱрϺвЦ˔Єдр☼ Ϭᾁ ʻṞỘᴪθκχ ӪρϯϱДϰϯΥῖ┬βϥʺ χРЅКІΥ

ᴟβϥ Ϭ ◙βʻ

ÅἋḧχЄϴϯϞᴦ♪ᴟτϢϤʺм˔ϸ˔ ●χνσΥϤϬꜛ ρ ϙιβʻ

τΧϩΜ ᴟ νσΥϤ

̞ ṜψΚΨϘπϱЮ˔Ѕχθϛʺם∑χὓᵊ ρψӰσϤϘβʻ

῝Ặ ḧ

ϱрϺвЦ˔ЄдрϷТϰІχϱЮ˔Ѕ

20



Є˔р12 Ⱳτ σЄ˔рΥ ϘϦϥ

Åᴦ ḧ▫ ϤτϢϤʺ ˑσϱЦрЕϬ Ⱳτᵫ℗ᴦ ʻ

ÅӰσϥϱЦрЕχ╥ᴥּיΥἌ τ ᵓΜʺ θστΧϩΜΥ ϘϦϥʻ

τΧϩΜ νσΥϤ

̞ ṜψΚΨϘπϱЮ˔Ѕχθϛʺם∑χὓᵊ ρψӰσϤϘβʻ

῝Ặ ḧ

ᴟ

ϱЮ˔Ѕ

▀

ꜘ

ᵓṳ
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Є˔рםᾝχθϛχ▫ᶝΪ
τΧϩΜʾ ᴟʾνσΥϤϬ ϙιβθϛχ

ὺ ʺ πχῬ ʻ
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Є˔рםᾝχθϛχ▫ᶝΪ -͍ ᴦ ὺἇ

˲ᴦ ὺἇ˳

ÅШ˔иρῲ χḧ▫ ϤϬᴦ ꜠τβϥάρπʺШ˔и̱ῲ ̱Ϙκχ Ϭ‰ϛϥʻ

ÅШ˔и πχ Ϥ ΥϤΥϘκτ ΰθϤʺẄτϘκχ ϩΜϬΞΪοШ˔и τԏΦ₅ϭιϤʻ

ϦᾭχⱧ -1 ϦᾭχⱧ -2

̞ ṜψΚΨϘπϱЮ˔Ѕχθϛʺם∑χὓᵊ ρψӰσϤϘβʻ
23



Є˔рםᾝχθϛχ▫ᶝΪ -͎ ӱ Ḣ

˲ӱ Ḣ ˳

Å τ ʾ ᵫᴦ σӱ Ḣ Ϭ Ϊϥάρπʺᵓṳ ΤϣϱЦрЕ ᴂϘπ ῲΜ Ϭᴦ ρβϥʻ

ÅםὠϞЀрЂ˔Еσςπψʺᾧ ІГ˔Ѕτ ϩϦγʺ ΰΜם Ϝᴦ ʻ

ӱ Ḣ χ╥―ϱЮ˔Ѕ1ˢ Ⱳˣ ӱ Ḣ χ╥―ϱЮ˔Ѕ͎ˢ ᵫⱲˣ

ӱ Ḣ χ╥―ϱЮ˔Ѕ͏
ˢ ᵫ˴ІЌАϺрϽЎϴϯˣ

̞ ṜψΚΨϘπϱЮ˔Ѕχθϛʺם∑χὓᵊ ρψӰσϤϘβʻ
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Є˔рםᾝχθϛχ▫ᶝΪ -͏ НиЀИ˔ ʾם НЕр

˲НиЀИ˔ ם˴ НЕр˳

ÅШ˔и͎ᵬ χԁ τНиЀИ˔ Ϟם НЕрϬ ΪϥάρπʺϱЦрЕⱲχḢ ιΪπσΨם χ ϬῲΫϥʻ

̞ ṜψΚΨϘπϱЮ˔Ѕχθϛʺם∑χὓᵊ ρψӰσϤϘβʻ
25



Є˔рםᾝχθϛχ▫ᶝΪ -͐ ФкЅϴϼЄдр

˲ФкЅϴϼЄдрЫАСрϽ˳

ÅФкЅϴϼЄдрЫАСрϽΥᴦ σֳ χ Ϭᾁ ʻ

Å ἷχШ˔иιΤϣάζ ϬІϼз˔рτʺЍϱЗЬАϼσם Υᴦ τσϥʻ

ФкЅϴϼЄдрЫАСрϽχϱЮ˔Ѕ

̞ ṜψΚΨϘπϱЮ˔Ѕχθϛʺם∑χὓᵊ ρψӰσϤϘβʻ
26



Є˔рםᾝχθϛχ▫ᶝΪ -͑ ZEB ˢ ϵКˣ

˲ZEB Readyˢ ϵКˣ˳

ÅτΧϞΤσϱЦрЕϬ ϥԁ πʺϢϤЂІГЗУиσ☼ ρβϥθϛτʺZEB ReadyˢϵКиϻ˔ Υԁ σὺ χ 50% ӟ
ᴞˣӟ χ ϵК Ϭ ◙ΰϘβʻ

ÅЉкϸ˔ЩрЄГϰϬ ◙β ◕χ ᴟχЄрЩиρσϥʻ

̞ ṜψΚΨϘπϱЮ˔Ѕχθϛʺם∑χὓᵊ ρψӰσϤϘβʻ

ЂІГЗУиσ☼ χϱЮ˔Ѕ
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άάΤϣ ϘϦϥ ΰΜϘκχ ὂ
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ᵬ

ᴒ ϋϧω
ЄϴϯϷТϰІ

Т˔ЖШ˔и

ᴒ₢ῲᴒ₢ῲ

τΧϩΜ˷ ᴟ˷νσΥϤ Υ ϘϦϥˮθϘέ˯
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τΧϩΜ˷ ᴟ˷νσΥϤ Υ ϘϦϥˮθϘέ˯

ЄϴϯϷТϰІˢӰỘ ῖ ˣ

ІЌЅϷʾᵓṳ

ᵬ ˢϱЦрЕˣ Ш˔иˢᶘᵓˣ

Ш˔иˢ ꜘϱЦрЕˣ
Ш˔и˴ ᴒ₢ῲ ˢжϱУˣ

ᴒ₢ῲ ˴ׄ ϤˢϱЦрЕˣ 30



ホールと大屋根広場の利用のイメージ

①平日のイメージ γҡ Ẫ ᶓῺ ᴳ

31※本画像はあくまでイメージです。内容は、今後の設計段階にて具体化します。



②休日のイメージ Ӹ Ẫ ᴳἩ

32

ホールと大屋根広場の利用のイメージ

※本画像はあくまでイメージです。内容は、今後の設計段階にて具体化します。



ӣḱᶹḞᶹḡḻḐᶍᶹḩᴻḀᴂͭϻ ӳ
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ホールと大屋根広場の利用のイメージ

※本画像はあくまでイメージです。内容は、今後の設計段階にて具体化します。



配置・断面等のイメージ

34

①空間イメージ

②まちとのつながり

【構造･階数・面積規模】

商業・事務所棟・・・・鉄骨造・１０階程度
１７,５００㎡程度

公共棟・・・・・・・・・・・鉄骨造・４階程度
１3, ０００㎡程度

住宅棟・・・・・・・・・・・鉄筋コンクリート造・
１３階
９,７００㎡程度

駐車場棟・・・・・・・・・鉄骨造・６階
１６,０００㎡程度



1F

③配置イメージ ※本ゾーニングイメージはあくまで概念図です。
各ゾーンの位置・ボリュームは、今後の設計段階にて具体化します。

【凡例】 歩行者動線 倉庫、WC、通路、荷捌き等連携 荷捌き動線

（200 台程度）

（500 台程度）

（１００戸程度）

35



※本ゾーニングイメージはあくまで概念図です。
各ゾーンの位置・ボリュームは、今後の設計段階にて具体化します。

【凡例】 歩行者動線 倉庫、WC、通路、荷捌き等連携 荷捌き動線

2F 3F

36



5F
10F

※本ゾーニングイメージはあくまで概念図です。
各ゾーンの位置・ボリュームは、今後の設計段階にて具体化します。

4F

【凡例】 歩行者動線 倉庫、WC、通路、荷捌き等連携 荷捌き動線

37



④断面イメージ

【住宅棟】・【駐車場棟】 【公共棟】 【商業・事務所棟】

38



商業・事務所棟（民間エリア）の施設イメージ

※展開するコンテンツは予定であり、内容や位置等は変更になる可能性があります。

Ā ᶍ ᵶᵣ ᶇƎטּ ᵶᵣᵩ ᶇᶱ ᶊḷᶹḷᶹ ᵶᶠᶪ ᵶ
ᵣḇᶹḟᶍִי ḝᴻḑḣᴻḳ

Ā ᶍ ᶊ ᵧᶪ ᶍ

֩ ᴲ ᶽḲᶷᶊᵩᵣᶅᶡ ᶣḎᴻḦ ᶍ ᶹḡḻḐᵫּ֪ס

Ā ᶍᵡᶪᶿᴻḟḻ
Ḏḱḁᶱ ᵶᵾ᷀ḝᶼ

֩╦ ᴲ ᶉᶈ֪

ĀᶿḝᶸḁÚᶹḻ᷂ḭḡᴻ᷿ḯḻ

þ ᶹḩᴻḀᶇƎ ᶍ᷈ḻḎḻḌ∏
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再開発全体

保留床取得

施設の
管理運営

MICE
機能の強化

ЀрЦрЄдрРв˔к˔χ ʾ ◕УжрДϰрϽ

今後のスケジュール（予定）

ὺ ῬⱧ

ṁ ὓʾם☼ ὓ

ְ֫Ῑ יּ
ʾῙ יּ

ᵫḬ ʺᵓṳʾ℗Ⱨ

40

5 月

◕☼ ˢ ˣτΰΪθ ʾ︡

◕ὓᵊὨ  ʺ
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工事費

361

左のうち

市施設工事費

167

工事費

479

左のうち

市施設工事費

206

工事費

454

左のうち

市施設工事費

198

工事費

360-390

左のうち

市施設工事費

160-190

その他

131

その他

136 その他

135
その他

190
492

615

支出 公共 支出 公共 支出 公共 支出

550 580

ZEB、防災、大屋根広場、
まちなかリビング、プロ
ジェクション、移動観覧席、
高遮音可動建具、木質化等

טּ
Ú

総事業費等の推移（試算）

Ｒ４.６月時点
（事業計画認可時）
＜Ｒ４.２月単価＞

Ｒ５.６月時点
（工事費高騰）

＜Ｒ４.８月単価＞

Ｒ５.１０月時点
（コスト縮減等検討後）

＜Ｒ５.８月単価＞

（単位：億円）

Ｒ６.５月時点
＜Ｒ６.３月単価＞

P41 （修正）

190+ⱦ 250 270+ⱦ

※事業費は、設計前の段階であり補助協議未了のため、収入内訳を示すことが困難
※市施設取得費は、補助金額が算出困難な中での粗々の試算

支出 支出支出 支出

主な内訳
・設計費 26
・解体費 ５２
・補償費 ３３ など

主な内訳
・設計費 41
・解体費 ６５
・補償費 ３９ など

589



見直しによる公共・民間負担への影響

（2 / ２全員協議会）

○ テナント交渉において、再開発

組合が提示する賃料と、テナント

側が求める賃料の乖離が大きく、

ランニング収支が成り立たない

ことから、再開発組合として経

費負担を下げる必要が生じてい

た

○ 工事単価の高い市施設を含む

複合施設の共用部分について、

管理費・修繕積立金等を組合側

も負担していたことから、その負

担軽減を図り、賃料水準を下げ

るため分棟化を検討

今回の試算における共通経費の按分について

分棟化による公共の特殊な構造等の影響解消、ホテル見送り・商業規
模縮減等により、民間側の「専有部分」工事費がほぼ半減。

こうした影響により、試算の基礎となる「専有部分」の面積や工事費
が大きく変動するため、公共・民間の比率は、従前が概ね 1.2 : １に
対し、見直し後は概ね 2 .9 : 1になるものと試算。

共通経費の按分は、設計が固まったのち補助金額など様々な条件を考慮
して行う必要があるが、今回、以下の考え方で粗々の試算。

一方、分棟化により市施設の専有部分が明確化された結果、公共側
の「専有部分」工事費は2 割程度増加。

以上により、共通経費の負担割合を変更。また、共通経費（解体費、設
計費等）自体が増加。これらにより、公共負担が増加すると試算。

今後、設計見直しを進めるなかで精査する。

従前 1.2 ：1 ➡ 見直し後 1.2 ×1.2 倍 ：1×0.5 倍 ＝ 2.9 ：１

P4 ２（修正）



福島駅前交流・集客拠点施設の運営に関する考え方について

運営主体に「求める姿」
〇施設管理に加え、催事の企画運営、まちなかイベントとの連携などソフト面に強い
〇特に学会や国際会議などのコンベンション機能については、誘致、宿泊、アフターコンベンションなど、

高度かつ多様な業務をこなせる
〇県外事業者も含める

１．民間の専門性や創意工夫を最大限に活用できること
指定管理者制度 ＋ 公共施設等運営権制度
⇒公の施設としての公共性を確保したうえで、民間の専門性や創意工夫を生かすことが可能

２．コンベンションを開催するにあたって開業２～３年前から誘致活動（開業準備）できること
EOI （Early Operator Involvement ）方式 早期からの運営者関与
⇒早期に管理運営主体を選定し、市と施設理念を共有しながら、ともに開業準備を行うことにより開館直後から

交流・集客機能を発揮することが可能

～ これまでの経過 ～
R4.12 月 「福島駅前交流・集客拠点施設の公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例」を制定
R5.2 月～ 審査委員会 管理運営方式／実施方針案／要求水準書案などについて協議

運営主体について

運営方法について【福島型管理運営事業】

43



経済効果の試算

フレキシブル・ホール整備による大規模なＭＩＣＥや集客力のあるイベント等の誘致、広場や通りと一体での多様な

イベント開催、民間エリアへの整備機能等により、再開発エリア全体で年間約４０～５０億円＋α（※）の経済効果

を見込む。

※駅周辺に不足するバンケット機能の導入により、さらなる経済効果が見込まれる

１．市施設の利用等に伴う経済効果

◆フレキシブル・ホールの利用見込（ホールの稼働率を８５％として試算）

◆会議室の利用見込

◆大屋根広場や大階段、屋上広場、まちなかリビングの利用見込

２．民間エリアの経済効果

◆横丁型フードホール、物産等での消費見込

◆オフィスワーカーの増に伴うまちなかでの消費見込（飲食、嗜好品等）

◆マンション居住者の増に伴うまちなかでの消費見込（基礎的な家計支出）

◆立体駐車場での利用見込

44



45

見直しの考え方 （見直し方針（案）より）

（１）にぎわい・文化・つながりが生まれる「広域的拠点」

県都構想・基本計画と同様に「広域的拠点」としての位置づけは変わらず、市民生活向上と文化の発展のみならず、市外・県外から多くの人を呼び込み、
多様な交流とにぎわいの創出を図り、コンベンション機能と回遊性を強化するものである。市内外から人を呼び込む魅力と個性ある空間・施設を整備する。

ただし、今回の見直しに係るホールは、本格的な舞台芸術や高度な音響性能が必要な演奏会等の開催が困難である。市施設の戦略的再編を進めるうえ
で、公会堂の一部機能（劇場機能）の確保については、既存の県施設・市施設との整理も含め必要性を改めて検証し、その在り方や整備方策を検討する。

（２）街なか再生の起爆剤

駅前に大規模な民間投資を呼び込むだけの魅力が乏しくなっており、アパレル等物販など商業規模を縮小するとともに、バンケット機能付ホテルの誘致
を見送らざるを得なかった。大規模なコンベンション開催において、ワンストップ型から連携型へ、会議（コンベンション）・宴会（バンケット）、宿泊（ホテル）の
各機能を周辺施設と分担・連携していく必要がある。

こうしたなかで、街なかの投資環境を改善するためには、まず人が集まる拠点・仕掛けが必要である。駅周辺の集客力を強化するため、公共が率先して
投資を行い、コンセプトに沿った機能の充実を図る。

また、居住人口、オフィス、これに伴う就業人口が長期的に街なかから流出・減少している現状に歯止めをかけるため、マンションや新たな働き方に対応
したオフィス等を供給する。常在人口の増加により、日ごろからの人の流れの回復を図る。

東口再開発を起爆剤として、街なか再生の４つの要素である、「人が住む」「人が働き学ぶ」「人が集まる」「人が流れる」環境づくりを進める。これにより街
なかの体質を改善し、商業・ホテル等の立地が進む好循環の実現を図る。

（３）コロナ禍を経た変化など新たな流れへの対応

①駅周辺の会議場等不足への対応
コロナ禍で止まっていた各事業者・各団体の会議・会食、各種学会等の大会などが再開されている。しかしながら、駅周辺においては、大規模な会議・会

食の場が相次いで閉鎖され、現状、エルティ（８６０㎡／最大５２０人程度）とグリーンパレス（５１０㎡／最大４００人程度）などとなっている。この現況に、会
場が確保できないなどの訴えが市内各団体等から届いており、コンベンション誘致活動においても、本市開催を断念せざるを得ない、せっかくの機会を逸
失してしまう事態も生じている。

こうした状況を受け、会場不足に対応し、日常的な会議・会食、県域を越えた大規模な会議・宴会等が開催できるよう、その他の機能とのバランスを取り
ながら可能な限り広いホール面積を確保するとともに、バンケット機能導入の検討・調整を進める。
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見直しの考え方 （見直し方針（案）より）

②生産性を高めるための働く場での新たなコミュニケーション空間
近年、独立した事業所を構えていても、生産性向上・新規事業創出のために自ら率先して創造的ワーク・交流スペース、コワーキングスペースなどに人材を

派遣し、他企業の人材と交わるという、新しいオフィスのあり方を積極的に取り入れる動きが進んでいる。
民間エリアにおいてこうした新たな動きに対応するとともに、大屋根広場や屋上広場などが、人々が気軽に訪れる憩いの場となるだけでなく、オフィス

ワーカー・リモートワーカー等がリラックスして新たな発想を得る場ともなるよう、公共エリアとの連携を図る。
③自由度の高い平土間ホール

昨今、音楽ライブやパフォーマンスなどにおいては、広場やアリーナ、スタジアムなどに仮設ステージを組むことなどにより自由度の高い演出が行われる
ようになっている。従来のイベントやコンベンションなど一方向からの発信、情報・文化の消費とは異なり、双方向の・インタラクティブな情報・文化の流れを
容易にし、動的・ダイナミックに演者と観客とが一体となる。多様な使い方が可能な平土間ホールは、会議・大会、展示会・物産展等だけでなく、こうしたニー
ズにも応えることができる。

加えて、プロジェクション・マッピングに対応した映像設備などアートやデジタル技術を活用した演出は、空間をより魅力的な場に変えることができる。こ
のような芸術文化活動は若者文化との親和性が高いと考えられるが、アイデア次第、工夫次第で、年代や性別等を問わず全く新しい文化が生まれる場とな
り得る。

（４）「ふくしまならでは」のまちに開かれ融合する施設

①街なかとの一体利用・連動した催事の展開
駅周辺には、駅前通りやまちなか広場、駅前広場、吾妻通りなど、公共空間が充実している。公共空間の充実は駅周辺の強みの一つであり、駅前通りと空

間的に一体化して活用することができるよう、大屋根広場、ホールを配置する。
それぞれの公共空間で開催される複数のイベント主催者が、街なか賑わいプロジェクトの活動を通じてコラボ企画で連動したり、それぞれのイベントを

人々がはしごして楽しんだりする相乗効果が期待できる。大きな空間をお祭り会場として使うなどの大規模なイベントや、ホールで開催されるライブやパ
フォーマンスの熱気が大屋根広場や駅前通りに伝播していくような使い方も想定できる。こうしたイベントは、市施設の空中回廊などから見下ろして楽しむ
ことができる。
②気軽に利用できる憩いと交流の空間

現在の駅周辺は、イベント実施時こそ多くの人が集まるものの、平日、平常時の人流・滞留が多いとは言えない。そのことが、魅力的な投資対象とみなされ
ない一因となっている。街なかに住む人や通勤・通学で街なかを訪れる人だけでなく、出張・観光などで本市を訪れる人たちが自由に利用できる憩いと交
流の空間として、まちなかリビングや屋上広場等を整備する。

また、ホールについても、利用されていない時に間仕切りを開放してオープンにすることで、大屋根広場の空間的延長として、普段から気軽に立ち寄った
り、自由な活動に使用したりすることができる。
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見直しの考え方 （見直し方針（案）より）

③街なかや周辺地域への回遊
再開発エリアは、街なかや郊外、県北地域など広域エリアにおける催事、食、伝統文化、景勝地など見どころを紹介する、情報発信拠点ともなる。来館者

がこうした情報と偶然に出会い、興味を持ち、そこへの交通手段を知り、回遊するよう、起点としてふくしまを楽しんでもらえるよう仕掛けていく。

（５）ふくしまの魅力の体感と情報発信

①ふくしまの食を味わえる場の提供
出張や観光等でふくしまを訪れる人々から、特に昼間、ふくしまの食を味わい楽しむことができる場が非常に少ないことに不満の声が寄せられている。

こうした人々は、徒歩や公共交通、タクシーなどの交通手段を利用することが多く、目的の食を求めて探し回るような時間も限られている。また、街なかに
住む人・働く人・学ぶ人たちにとって、現状、ランチを楽しむ機会が限られている。行きたい店が各所に点在しており、行列ができていれば次の店へと広範
なエリアを移動しなければならないこともある。

こうした状況に鑑み、民間エリアにおいて、市内外からの来街者が昼夜問わず気軽に入れる、ふくしまの食を味わうことができる横丁型フードホールの
実現に向け、企画・検討を進める。
②東口におけるふくしま産品の販売等

駅周辺には、西口コラッセに福島県観光物産館がある。約５,０００点の品ぞろえを誇り、観光客・出張客だけでなく地元消費者にも愛されて大盛況を博し
ている一方で、東口ゾーンからのアクセス、やや手狭であるなどの課題を抱える。

民間エリアにおいて、西口との差別化を図りながら、競合ではなく切磋琢磨して互いに相乗効果を高められるよう、横丁型フードホールとも連携する体
験・体感型の物産館の実現に向け、企画・検討を進める。
③観光客等へのわらじまつりなどの情報発信

目的の情報を求めてネットで検索することが当たり前になった今、「たまたま目にする」ことの大切さが改めて見直されている。出張や観光で訪れる人々
がふくしまの様々な情報と偶然に出会い、体感する「場」をつくることは、駅前に位置する公共エリアにこそ相応しいと考える。

まちなかリビングは、憩いの場というだけでなく、祭り、名所、温泉地など本市はもとよりふくしまを代表する観光資源などの情報と出会い、体感できる
場として整備する。
④県産材の使用

戦後植林された森林資源が本格的な利用期に入るなか、建築における木材利用は、脱炭素社会の実現に貢献するものである。県産材を使用することは、
地産地消の観点からも有用である。

特に公共エリアは、駅前の象徴的な場所となるよう、予算や建築規制等の制約のなかでも可能な限り県産材を使用し、親しみとぬくもりを感じられるも
のとする。
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見直しの考え方 （見直し方針（案）より）

（６）社会的要請への対応

これからの建築においては、ゼロカーボンやユニバーサルデザイン、防災機能は、当たり前の基本性能としてその実現を図る必要がある。基本計画にお
いても、そうした施設のあり方について言及していたが、工事費高騰によりコスト縮減をするなかで、その実現が困難となっていた。

今回の見直しにおいて、ダウンサイジングにより工事費縮減を図ることを踏まえ、ユニバーサルデザイン、ZEB -ready 以上の環境性能、帰宅困難者の受
入れも可能な防災機能についてその実現を図る。
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今後の課題 （見直し方針（案）より）

（１）劇場機能の確保

ホールは、学会や各種団体の大会、音楽ライブやパフォーマンス、ファン・ミーティング、企業の展示会・商談会、市民活動のハレの舞台など多様な使い方
ができる一方、本格的な舞台芸術や高度な音響性能を必要とする演奏会等の開催には不向きである。

劇場機能をどのように確保するか、市内の既存施設（音楽堂や県文化センターなど）と整理しつつ、その必要性を改めて検証し、それに応じて劇場機能の
あり方や整備方策を検討する必要がある。

（２）バンケット実現に向けた取組み

駅周辺におけるバンケット会場の不足、コンベンション誘致活動におけるアピールなどの観点から、事業者等へのヒアリング等を通じて、正餐・立食等や
コース料理・ケータリング等どのような形式に対応するものとするか、公設（市所有・市賃借）民営等どのようなスキームとするか、などを整理し、バンケット
機能を東口再開発のなかで確保する方向で取り組む。

（３）設計段階での市民のアイデアの反映

大屋根広場、屋上広場、まちなかリビングなどは、人々が気軽に立ち寄ってのんびりしたり、開放的な空間でくつろいだり、通りがかった人々がふとイベ
ントを覗いたりするような、人の顔が見える、利用者と通りがかった人との間で視線が交わされるような、そんなデザインが求められる。そういった空間を
実現するため、設計段階で市民目線のアイデアを募ることは、この施設に愛着を持ってもらうためにも有効である。

事業費とのバランスや事業進捗への影響を測りながら、市民によるワークショップの開催などにより、そのアイデアを日常的な市民利用の場の設計・運
営等に反映する。

（４）市施設の運営管理

市施設の運営管理は、今後、指定管理＋公共施設等運営権方式を採用し、早期に運営管理主体を選定して開業準備を行うこととしている。見直し方針決
定後、速やかに、東口再開発全体のコンセプトに共感しこれを共有できる候補者を選定し、誘致活動を開業前から開始するだけでなく、設計プロセスに関
わり、専門知識や実際の管理運営の経験などを反映させる必要がある。

市施設のみならず、まちに広がる空間全体を対象とし、地域創造拠点として、多くの人々を巻き込みながら、先進的・先導的なイベントの誘致・開催や市
民イベントの企画支援、地域の情報発信力の強化、人々のつながりの拡大など意欲的にまちづくりを推進する事業者を選定できるよう、今後、公募要件を
検討するものとする。
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今後の課題 （見直し方針（案）より）

（５）街全体の都市力の向上

街なかに大規模な民間投資を呼び込むだけの魅力が乏しくなっている現状を重く受け止め、エリア価値の向上、街全体の都市力の向上を図るため、市
民、行政、経済界などが一致団結して、常在人口等の活力基盤を強化しながら、投資を呼び込む取組みを推進していく必要がある。


